
                               

                               

                               

                               

                               

 山形県の全市町村において、唯一「山が無い」

自治体。赤川、藤島川、大山川が流れ、日本で

も有数の穀倉地帯。 

イラストの市町村はどこでしょう 

～山形県の市町村～ 
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１ 

 

令和３年  

７月９日号 広  報 

答えは最後のページにあります。 

ガンバルめがみちゃん 
応援キャンペーン 

今年度も、昨年度同様に新型コロナウイルス感染症による売上減少への支援として、小規模事業者が販売促

進を図る目的で、独自のプレミアム付商品券を発行する事業に対して補助を行います。 

 
▼事業期間／令和３年８月１日～令和４年２月 28日 

（１事業所につき最長６ヵ月間） 

▼発行する商品券の主な要件／ 

販売価格は１冊 5,000円（額面 6,500円※30％プレミアム）とし、 

町内外の個人に販売するもの。 

▼対象事業者／ 

○小売、飲食、サービス業のいずれか１つ以上を営む事業者 

○個人の場合は、町内に住所を有するもの 

法人の場合は、その代表者が町内に住所を有するもの 

○町税に滞納がないこと など 

▼補助額／ 

町内に主たる事業所を有する場合、上限 40万円（1,000円未満切捨て） 

町外に主たる事業所を有する場合、上限 20万円（1,000円未満切捨て） 

▼対象となる経費／ 

独自に発行し販売したプレミアム付商品券のプレミアム分（30％）に相当

する額や商品券の発行およびチラシ等の作成に係る印刷製本費など 

 

 

 

 

▼事業者申請期限／11月 30日 

▼申請等について／ 

要件や提出書類がありますので、まずはご相談ください。 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課商工支援係 ☎（32）0844 

 

商品券販売代金 
5,000円 

プレミアム分 

（３０％） 

1,500円 



                               

                               

                               

                               

                               

新型コロナウイルス感染症の影響により不安を抱えながらも、町内の家族と離れて生活している学生に対し、町

の特産品を送付し応援します。 

 ▼対象者／舟形町出身で次のすべてを満たす方  

（１） 町外の学校（専門学校、短大、大学、大学院及び予備校を含む。）に在籍している学生 

（２） 町内に住民登録のある保護者等と離れて生活している方 

   ※昨年度町より特産品の支援を受けている方でも申請可能です 

▼支給する特産品（下記より1つ選択）／ 

Ａ.簡単おうちごはんセット 

雪若丸パックライス、マッシュルームとクリームスープの素、マッシュルームとトマトスープの素、 

舟形マッシュカレー、舟形マッシュハヤシ 等 

Ｂ.お楽しみバラエティーセット 

笹巻、しそ巻き、鮎ご飯パックライス、鮎の開き、鮎の甘露煮、ラズベリージャム 等 

※特産品の送付先は町外となります  

▼申請方法／Ｗｅｂ申込フォーム（やまがたｅ申請）  詳しくはホームページへ 

※電子申請が難しい場合はお問い合わせください 

▼申請期間／７月９日（金）～８月31日（火） 

▼お届けまでの流れとスケジュール／ 

役場で申請をとりまとめて審査し、次のスケジュールで発送します。 

①７月９日～７月18日申請分→８月２日の週に発送 

②７月19日～８月１日申請分→８月16日の週に発送 

③８月２日～８月15日申請分→８月30日の週に発送 

④８月16日～８月31日申請分→９月13日の週に発送 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課地域支援係 ☎（32）0104 

「
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（
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８
７
９
４ 

地元選出の県議会議員による最上地域議員協議会を開催 

 ７月 12日（月）午後１時 30分より、最上総合支庁にて、「最上地域議員協議会」を開催します。 

 最上地域選出の県議会議員が、最上総合支庁が実施する事業や、地域が抱える課題等についての調

査、審議を行います。 

傍聴を希望される方は、事前の申込みは不要ですので、お気軽にご来庁ください。 

 

▼問い合わせ／最上総合支庁総務企画部総務課 ☎（29）1210 



                               

                               

                               

                               

                               

山形県Ｂ＆Ｇ海洋センター連絡協議会主催事業 

▼日 時／８月８日（日）午前８時（ＢＧ出発）～午後２時（ＢＧ到着） 

▼場 所／酒田市平田Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

酒田市平田、大蔵村の子どもたちと一緒にカヌー体験や水遊びを行います。 

８月８日はみんなでバーベキューもします。思い出作りにぜひご参加ください。 

▼開放期間／ 

７月 17日（土）～ ８月 22日（日） 

▼開放時間／ 

午前９時 ～正午 

午後１時 ～４時 

▼使用料／ 

 

 

 

 

 

▼その他／ 

 ・都合により臨時休館となる場合があります。 

 ・今年度は、新型コロナウイルス感染症対策の 

ため利用を制限する場合があります。 

 

 町 内 町 外 

幼児・小中学生 無 料 110円 

高 校 生 60円 220円 

大   人 110円 330円 

 

▼対象／ 

18歳以上（高校生は除く）50歳未満の男女 

健康で泳げる方 

▼募集人数／ 

 若干名 

▼勤務日時／ 

７月17日（土）～８月22日（日） 

午前８時30分～午後４時30分 

（途中休憩１時間 １日７時間勤務） 

※シフト制のため、都合の付く日のみ勤務可能です 

▼勤務内容／プール監視・プール管理清掃・その他 

▼申込〆切／７月 16日（金）その後も随時受付 

▼賃金／時給 840円 

▼その他／ 

 ・都合により臨時休館となる場合があります。 

  ・採用者は、心肺蘇生法講習を受講します。 

 

▼問い合わせ／舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（32）3501 

▼日 時／７月 25日（日）、８月１日（日） 午前９時 30分～11時 30分 

▼場 所／福寿湖 ※現地集合、現地解散となります。 

▼対 象／小学生１年生以上の方であればどなたでも参加できます。 

▼定 員／先着 15名程度 ※低学年の場合は保護者同伴 

▼内 容／カヌー・ボート体験、水辺の安全教室（紙芝居、ライフジャケット浮遊体験） 

▼持ち物／水着、タオル、帽子、着替え、水分、その他各自必要なもの 

▼費 用／無料 

▼〆 切／７月 19日（月） 

▼申込・問い合わせ／舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター  ☎（32）3501 

https://4.bp.blogspot.com/--Jz9y6zUPN4/UbVvMFmCXuI/AAAAAAAAUrU/F0F6lEacRv8/s800/canoe_couple.png


                               

                               

                               

                               

                               

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた高収益作物の次期作について、前向きに取り組む農業者への支援制度です。 

支援対象品目（※１） 

●すべての都道府県で対象となる品目 

メロン、つまもの類（わさび、穂じそ等） 

香酸カンキツ（すだち、かぼす、ゆず等）、切り花 

●山形県で対象となる品目 

たらの芽、こごみ、うるい 

 

▼支援対象者／令和３年１月の緊急事態宣言発令の影響により、令和３年１～３月の間に、対象品目の 

       売上げが、基準年の同時期より減少した生産者。 

▼対象者／対象期間中における市場取扱金額が平年の２割以上減少した月のある支援対象品目（※１下表参照） 

「高収益作物次期作支援交付金」の第４次公募について 

▼支援内容／売上げが減少した品目の対象期間中の出荷面積を対象に、高収益作物の次期作に向けた次の

取り組みを行なった面積について、次の単価により支援。 

～取り組み例～ 

・生産、流通コストの削減 

・種苗、肥料、農薬等の資材の導入 

・土づくり、排水対策等の取り組み 

・作業環境の改善の取り組み 

・事業継続計画の策定 

▼支援単価／ 

・基本単価：５万円/10ａ 

・施設栽培の花木等：80万円/10ａ 

・施設栽培の果樹：25万円/10ａ 

▼申込〆切／７月 16日（金） 

▼問い合わせ／舟形町農業再生協議会事務局（農業振興課農政企画係） ☎（32）0947 

相続登記はお済みですか 
相続登記を放っておくと・・・ 

●不動産の売却やローン設定に時間がかかる   ●所有者との連絡がとれず、災害復旧が遅れる 

●相続人がたくさんになって、相続争いがおこる ●所有者と連絡が取れず、森林、農地が荒れ放題となる 

法定相続情報証明制度とは 

 

 

 

 

申出の手続きは、次の資格者代理人に依頼することができます。 

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 

相続に関する登記についてのご相談は 

山形県司法書士会 ☎0120（954）153 

山形県法務局新庄支局☎（22）7528 

山形県土地家屋調査士会☎023（632）0842 

どんな制度？ 

登記人が、亡くなった方の法定

相続人を証明します。 

利用するには？ 

法務局に戸籍謄本等の必要書類

を提出して申し出をします。 

何に利用できるの？ 

相続登記、預貯金の払い戻し、

年金手続等に利用できます。 



                               

                               

                               

                               

                               
法廷相続情報証明制度について 

 全国の登記所（法務局）において、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する「法定相続情報証明制

度」を取り扱っています。 

 この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。 

 手数料も無料で、複数ある相続手続が同時に進められるなど、とても便利でお得な制度ですので、是非ご

活用ください。 

※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会くだ

さい。 

▼問い合わせ／山形地方法務局新庄支局 ☎（22）7528 

放
送
大
学
入
学
生
募
集 

町営住宅舟形団地 
▼募  集／４戸  町営住宅舟形団地 1号棟【１階・４階】、 ２号棟【２階】、 ３号棟【４階】 

▼入居資格／次のすべてに該当する方 

①住宅に困窮している方  

②前年の年間所得等から各種控除額を差引いた額の12分の1が15,800円以下の方 

③税および上下水道料に滞納がない方  

④申込者および同居者が暴力団員でない方 

▼家 賃／12,500円～44,700円（所得などにより変動有）    ▼敷 金／家賃の３ヵ月分 

▼規模および構造／和室３室・台所・便所・風呂・洗面所        ▼持込用品／ガスレンジ・照明器具など 

▼〆 切／7月26日（月） 

▼選考方法／申込書の内容を審査の上、入居者選定委員会の意見を聞いて選考します。 

申込者が募集戸数を超える場合は、公開抽選により決定します。 

▼申込み方法／指定用紙に記入のうえ申込みください。 

         ※指定用紙は地域整備課建設企画係に準備しているほか、町ホームページから 

もダウンロードできます。 

▼問い合わせ／舟形町地域整備課建設企画係 ☎（32）0915 
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舟形町では、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、「やまがた就職促進奨学金

返還支援事業」を県と連携して実施しています。この事業では、一旦県外で就業した方が、県内にＵター

ンし就業、定住した場合に奨学金の返還を支援する事業の対象者を募集します。 

▼募集期間／ ７月 15日（木）～８月31日（火）（午後５時必着） 

▼募集対象者／  次のＡまたはＢのいずれかに該当する方で、かつ①～⑥すべての要件を満たす方が対象 

 Ａ 山形県内に居住し県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業し 

 日本国内に所在する高等教育機関を卒業した方 

Ｂ 県内に所在する大学等卒業した方 

① 次の奨学金の貸与を受けていた方で、返還残額がある方 

 日本学生支援機構第一種、第二種奨学金、舟形町教育振興修学資金 

② 申請日の属する年度の末日において 35歳以下であること 

③ 大学等卒業後、県外において就業の実績があること 

④ 申請時点で県外に居住していること 

⑤ 県内に事業所を有する法人、団体および個人事業主への就業を希望 

  する方（公務員は対象外） 

⑥ ア.助成候補者の認定後 13ヵ月以内に山形県内に居住し、かつ５年間以上継続して 

居住する見込みの方 

    イ.助成候補者の認定後 13ヵ月以内に山形県内で正規雇用として就業または創業し、 

   かつ５年以上継続して就業する見込みの方 

▼募集人数／ 県全体で４０名 

▼支 援 額／ 県内に居住、就業後３年の間に奨学金の貸与機関に返還した額（上限 60万円） 

 ※詳しい応募要件や申し込み方法などは山形県ホームページをご覧ください。 

▼問い合わせ／ 舟形町教育委員会教育課学事係 ☎（32）2379 

《花いっぱい運動を実施の町内会の方へ》 
花いっぱい運動は、花植えや管理など共同作業を通して子どもや地域の方に、地域づくりに対する関心

を持ってもらい地域の一員としての自覚と、公共心、奉仕する心を育てることを目的としています。 

今年度は、７月 18 日(日)午前中に町内各地区を回って審査会を行う予定です。花の咲き具合、管理状

況等を総合的にみて審査を行います。 

※町内会役員等の立ち合いをお願いするものではありません。 

▼問い合わせ／舟形町教育委員会教育課社会教育係 ☎（32）2246 
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保健事業のお知らせ 

保健センターだより            
◆乳幼児健診及び講座◆ 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

８月 10日（火） 
ベビーマッサージ講座

※要事前申込み 

生後 2ヵ月～ 

ハイハイの始まる時期 

午前 ９時 50分～ 

10時 

福祉避難所 

「てとて」 

バスタオル２枚、オムツ、着替え、防水シーツ、 

ミルク等水分補給できるもの  

８月 20日（金） 

１歳６ヵ月児健診 
R１ 年12月、 

R２ 年１・２月生 

午後 ０時 40分～ 

０時 50分 

母子手帳、問診票、歯の健康手帳、 

子育てサポートシート・バスタオル※ 

３歳児健診 H30 年３～５月生 
午後 ０時 40分～ 

０時 50分 

母子手帳、問診票、採尿、歯の健康手帳、 

バスタオル※ 

１歳児健診 R２ 年７～８月生 
午後 ０時 50分～ 

１時 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書、 

バスタオル※ 

歯科健診および 

フッ素塗布 

H29年４・５・12生 

H30年１・２・６～８月生 

R２ 年３～５月生 

午後 １時～ 

１時 30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、 

バスタオル※ 

８月 31日（火） 乳児健診 
R２ 年 10・11月生、 

R３ 年 4・5月生  

午後 ０時 50分～ 

１時 

母子手帳、ミルク、オムツ、着替え等 

問診票（３～４ヵ月健診児のみ）、バスタオル 

                                                         ※歯科健診時、頭の下に敷いて使用します。 

 

 

 

 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（32）0810 

◆健康相談◆ 相談日：８月２日（月）・1７日（火） 

≪定期健康相談≫ 午前９時～正午 

一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談について）な
どを行います。ご相談の方は健康福祉課③番窓口へお越しください。 
来所できない方は、電話相談も可能です。 

≪妊婦さんとお母さんの定期健康相談≫ 午前 10時～正午 

母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による発
育・発達相談、妊婦さんと子育て中のお母さんの心と身体の個別
相談を行います。ご相談の方は福祉避難所「てとて」へお越しくだ
さい。保健師と助産師が対応します。 

≪人間ドック≫ 
▼期 日／８月７日（土）、31日（火） 

▼場 所／最上検診センター 

▼受 付／午前７時～８時、午前８時 30分～９時 30分 

※対象地区の方には別途通知します。新型コロナウィルス感染症 

予防のため受付時間を分けていますので、ご確認ください。 

気温が上昇する季節になりました。小さな子どもや高齢者、病気の方などは特に

熱中症になりやすく、重症になると死に至る恐れもあります。熱中症にならないため

に、こまめな水分補給や暑さを避けるなど十分な対策を行いましょう。 

～マスクの着用について～ 

 高温、多湿の環境下でのマスクの着用は、熱中症のリスクが高くなります。屋外で

人との十分な距離が確保できる場合は、マスクをはずしましょう。 表紙の答え：三川町 


